
茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和６年４月１日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市規則第２１号

茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則

茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成８年茅ヶ崎市規則第２５号）の一

部を次のように改正する。

第２条第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売春防止法（昭

和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されて

いる場合」を削る。

別表第４常時介護を要する状態の項中「１７２，５５０円」を「１７７，９５０円」に、

「７７，８９０円」を「８１，２９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中「８

６，２８０円」を「８８，９８０円」に、「３８，９００円」を「４０，６００円」に改め

る。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の別表第４の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額につ

いて適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。


